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(57)【要約】
【課題】括れを有する突起部を具備する針状体を、安価に且つ簡便に製造する方法を提供
する。
【解決手段】基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を
具備する針状体の製造方法であって、
　基体の第一面に具備される突起部に対して、ディスペンス法によりエッチング液を選択
的に塗布し、エッチングすることにより突起部の胴部に括れを形成すること
を具備する方法。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具備する針
状体の製造方法であって、
　基体の第一面に具備される突起部に対して、ディスペンス法によりエッチング液を選択
的に塗布し、エッチングすることにより突起部の胴部に括れを形成すること
を具備する方法。
【請求項２】
　更に、エッチング液の塗布の前に、当該突起部にエッチング保護剤を塗布して硬化する
ことと、
前記硬化したエッチング保護剤を先端部から形成しようとする括れの位置まで除去するこ
とと、
を具備する方法。
【請求項３】
前記硬化したエッチング保護剤を除去することが灰化処理法により行われることを特徴と
する方法。
【請求項４】
　エッチング液の選択的に塗布し、エッチングすることを複数回行うことを特徴とする請
求項１～３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか１項に記載の方法により製造した針状体を母型とし、前記母型か
ら複製版を作り、転写加工成形を行うことにより、
基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具備する針状
体を製造する方法。
【請求項６】
　転写加工成形の成形材料として生体適合性材料が用いられることを特徴とする請求項５
に記載の方法。
【請求項７】
　請求項１から６の何れか１項に記載の製造方法によって製造された針状体の当該突起部
の括れに対して、補強材料をディスペンス法により塗布することを更に具備することを特
徴とする、基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具
備する針状体を製造する方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか１項に記載の製造方法により製造された針状体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、針状体の製造方法およびそれにより製造された針状体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理活性物質の生体内への供給方法として、非経口投与が広く用いられている。また、
非経口投与として、経皮投与が知られている。経皮経路で生理活性物質を供給する場合、
角質層のバリア機能によって、生理活性物質の皮膚透過性が低下する。
【０００３】
　このため、経皮吸収型の生理活性物質は、比較的皮膚透過性の高いものが選択されてお
り、皮膚透過性の低い生理活性物質の経皮吸収生理活性物質への適用は難しいとされてい
る。
【０００４】
　近年、生理活性物質を経皮投与する方法として、微細な突起部を具備する針状体を用い
て経皮投与する方法が注目を集めている。
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【０００５】
　微細な突起部を具備する針状体を用いてバリア性の高い角質層を穿孔することで、生理
活性物質の通過経路を形成し、経皮投与の効率を向上することが出来るため、一般的に経
皮投与で用いられる脂溶性の生理活性物質だけではなく、水溶性の生理活性物質を経皮投
与に適用できるという利点を有する。
【０００６】
　このとき、当該突起部が角質層を貫通し、毛細血管や神経まで到達しないように設計す
ることで、使用時に出血や痛みを伴わないようにすることができる。
【０００７】
　上記経皮投与の目的で当該突起部を具備する針状体を用いる場合、当該突起部は、皮膚
を穿孔するための十分な細さ、および先端角、皮膚の最外層である角質層を貫通し、かつ
神経層へ到達しない長さを有していることが望ましい。
【０００８】
　従って、当該突起部の直径は数μmから100μm程度、先端角度は30°以下、長さは数十
μmから数百μm程度であることが望ましいとされている。
【０００９】
　従来、皮膚の変質部あるいは変色部を化学的に改善する、又は物質的に覆い隠すことに
よってそれらが視覚認知されないようにすることを目的に、日常生活において、皮膚又は
皮膚角質層への機能（即ち、着色化、美麗化、紫外線防御化等）を付与する際に、無痛状
態にて、皮膚機能再生行為における簡便性、安全性、効率性を大きく向上させるべく、針
状体およびその製造方法が提供されている。（特許文献１）
　また、突起部の胴部の括れについては、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を含む
Ｘ線感光樹脂にシンクロトン放射Ｘ線を照射して形成するＸ線リソグラフィー工程を経て
作製するとされる。胴部に括れをもった突起部を具備する針状体は、直進性の高いＸ線を
異なる角度から複数回照射することによって実現している。
【特許文献１】特開２００３－２３８３４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に示すＸ線リソグラフィー工程については、直進性の高いＸ
線を得るためのシンクロトロン放射施設が必要で、装置が高価で大掛かりになる難点があ
る。また、露光回数が最低でも4回必要と考えられ、簡便とは言い難い。そこで、括れを
設けた同様の針状体の製造方法については、Ｘ線リソグラフィー工程を経ずに行い、安価
で、簡便に行えることが課題となっている。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、括れを有する突起部を具備する針状体を、安価に且つ簡便に
製造する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の本発明は、
　基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具備する針
状体の製造方法であって、
　基体の第一面に具備される突起部に対して、ディスペンス法によりエッチング液を選択
的に塗布し、エッチングすることにより突起部の胴部に括れを形成すること
を具備する方法
である。
【００１３】
　請求項２に記載の本発明は、更に、エッチング液の塗布の前に、当該突起部にエッチン
グ保護剤を塗布して硬化することと、
前記硬化したエッチング保護剤を先端部から形成しようとする括れの位置まで除去するこ
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とと、
を具備する方法である。
【００１４】
　請求項３に記載の本発明は、前記硬化したエッチング保護剤を除去することが灰化処理
法により行われることを特徴とする方法である。
【００１５】
　請求項４に記載の本発明は、エッチング液の選択的に塗布し、エッチングすることを複
数回行うことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の方法である。
【００１６】
　請求項５に記載の本本発明は、
　請求項１～４の何れか１項に記載の方法により製造した針状体を母型とし、前記母型か
ら複製版を作り、転写加工成形を行うことにより、
基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具備する針状
体を製造する方法である。
【００１７】
　請求項６に記載の本発明は、
　転写加工成形の成形材料として生体適合性材料が用いられることを特徴とする請求項５
に記載の方法である。
【００１８】
　請求項７に記載の本発明は、
　請求項１から６の何れか１項に記載の製造方法によって製造された針状体の当該突起部
の括れに対して、補強材料をディスペンス法により塗布することを更に具備することを特
徴とする、基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具
備する針状体を製造する方法である。
【００１９】
　請求項８に記載の本発明は、
　請求項１～７の何れか１項に記載の製造方法により製造された針状体である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、括れを有する突起部を具備する針状体を安価に且つ簡便に製造できる
方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の針状体の製造方法について説明を行う。
【００２２】
　本発明に従う方法は、
　基体と、前記基体の第一の面から突出し、その胴部に括れを有する突起部を具備する針
状体の製造方法であって、
　基体の第一面に具備される突起部に対して、ディスペンス法によりエッチング液を選択
的に塗布し、エッチングすることにより突起部の胴部に括れを形成すること
を具備する方法である。
【００２３】
　特に、本発明は、胴部に括れを有する突起部を具備する針状体を、ディスペンス法によ
るエッチング液の選択的塗布工程を具備する製造方法により製造することが特徴である。
【００２４】
　括れを施す対象となる針状体は、それ自身公知の方法、例えば、精密機械加工などによ
り針状体形成材料から直接製造してもよく、それ自身公知の方法により金型または複製版
を使用して転写成形することにより製造してもよい。
【００２５】
　ここで、「胴部」とは、当該突起部の基底部と先端部とに挟まれる部分を指すが、括れ
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の存在する部分に基底部が一部含まれてもよい。
【００２６】
　突起部の胴部における括れの位置は、エッチング保護剤の使用により調節することが可
能である。例えば、エッチング保護剤を用いない場合には、エッチングにより、当該突起
部の胴部から基底部にかけて括れを施すことが可能である。エッチング保護剤を用いるこ
とにより、当該突起部の基底部からエッチング保護剤が存在する高さまで、突起部の胴部
はエッチングから保護される。従って、エッチングは、エッチング保護剤の存在する位置
よりも先端部よりの位置の突起部胴部に施される。それにより目的とする部分に括れを施
すことが可能になる。
【００２７】
　また、針状体への塗布するエッチング保護剤の膜厚条件、またはエッチング保護剤の除
去、例えば、灰化処理法による灰化条件のいずれかを制御することにより、突起部の所望
の位置に括れを形成することができる。
【００２８】
　さらに、エッチング液の塗布およびエッチングの工程を繰り返すことにより、突起部の
胴部に複数の括れを形成してもよい。
【００２９】
　そのようにして得た括れを有する突起部を具備する針状体を母型とし、母型から複製版
を作り、生体適合性材料による転写加工成形を行うことで、生体適合性材料による括れを
設けた針状体を形成してもよい。
【００３０】
　このような針状体を生体に穿刺した場合、針状体の高さ方向に対して直行する方向の圧
力を加えることで、括れの位置で突起部を容易に折ることができる。それにより、皮膚角
質層内に突起部の一部を残留させることができる。生体適合性材料が特に生理活性物質を
含んだり、突起部が生理活性物質からなる場合、当該生理活性物質による効果は数日間～
数ヶ月間に亘って安全に持続して作用することが期待される。
【００３１】
　更に、針状体の括れに対し、ディスペンス法によって目的に応じた材料を塗布すること
により、突起部の強度を補強することができる。例えば、生体適合性材料によって成形し
た突起部の括れに対し、生体内で溶解しやすい低分子量の成形材料を塗布することなどで
、生体に穿刺する前は一定の強度を保っているが、生体に穿刺した後は強度が低下するの
で、ハンドリング性向上の付加価値を期待することができる。
【００３２】
　＜突起部の胴部に括れに加工する工程＞
　突起部の胴部を括れに加工する。
【００３３】
　括れを施す突起部を具備する針状体の製造方法としては、特に限定されず、既存の方法
により製造されたものを用いることができる。
【００３４】
　基底部から胴部の所望の位置に括れを加工する為の針状体の材質は、エッチング液によ
るエッチング工程が可能である材質であることが望ましい。例えば、具体的には、Ｓｉ、
Ａｌ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、ＳｉＯ２、ＰＳＧ、ＢＳＧ、Ｓ
ｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３等を好適に用いることができる。
【００３５】
　当該針状体は、それ自身公知の方法、例えば、精密機械加工などにより針状体形成材料
から直接製造してもよく、それ自身公知の方法により金型または複製版を使用して転写成
形することにより製造してもよい。
【００３６】
　例えば、微細加工技術によって作製する場合には、そのような微細加工技術の例は、こ
れらに限定するものではないが、リソグラフィ、ウェットエッチング、ドライエッチング
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、プラズマエッチングおよび反応性イオンエッチングなどのエッチング、レーザー加工、
収束イオンビーム、サンドブラストなどのブラスト処理および精密機械加工法などを含む
。
【００３７】
　そのようにして得られた針状態の突起部に対して、エッチング処理を行うことにより、
その胴部に括れを形成すればよい。
【００３８】
　また、必要性に応じて、上述した針状体の突起部のある第一の面にエッチング保護剤を
用いることにより、当該突起部における括れの位置を調整してもよい。即ち、突起部の基
底部を含む胴部に括れを作る場合には、エッチング保護剤は必要無い。
【００３９】
　エッチング保護剤は、高粘度液体であってよく、所望の形状で硬化することに加え、エ
ッチング液によるエッチングに対して耐性のあるものを使用できる。例えば、具体的には
、ネガ型レジストや熱硬化性樹脂などであってよい。
【００４０】
　また、前記エッチング保護剤を塗布する工程としては、特に限定されず、使用するエッ
チング保護剤に応じて適宜選択することができる。例えば、具体的には、スピンコート法
、スプレー法、ディップ法、ディスペンス法などを用いることができる。
【００４１】
　当該エッチング保護剤は、表面張力により自己整合的に突起部の基底部に曲面の形状を
成して留まる。このため、特に、複数の突起部が林立する場合、全ての突起部に一様な曲
面を形成することが可能となる。また、エッチング保護剤の粘度を制御することにより、
基底部における曲面の曲率半径に付随して、突起部の先端部の膜厚を制御することができ
る。これにより、所望する針状態基底部の曲率半径および、その先端部に膜厚を持った突
起部を設計し、製造することが可能となる。また、このとき、エッチング保護剤が、高粘
度であればあるほど曲率半径および膜厚が大きくなる傾向がある。
【００４２】
　エッチング保護剤を用いる場合には、エッチング保護剤を塗布した後に、エッチング保
護剤を硬化させる。
【００４３】
　エッチング保護剤を硬化させる方法としては、使用するエッチング保護剤に適切なもの
を適宜用いればよい。また、エッチング保護剤の硬化条件を制御することにより、基底部
における曲面の曲率半径および、先端部の膜厚を制御することができる。これにより、所
望する曲率半径および膜厚を持った突起部を設計し、製造することが可能である。
【００４４】
　例えば、エッチング保護剤が熱硬化性樹脂である場合、硬化温度を高くすると室温に戻
した体積収縮が大きくなり、結果として曲率半径および膜厚が小さくなる傾向がある。
【００４５】
　次に、エッチング保護剤を突起部先端部から所望の位置まで除去する。当該除去は、エ
ッチング保護剤に応じて適宜選択すればよい。
【００４６】
　エッチング保護剤として、レジストや熱硬化性樹脂を用いる場合には、不要となるレジ
ストや熱硬化性樹脂などを除去する工程として、灰化処理法を用いてよい。灰化処理法は
、液相によるウェットプロセスと、気相によるドライプロセスに大別されるが、特に本発
明においては、露出面の表面エネルギー増加処理も必要となることから、活性ガスを用い
たドライプロセスを用いることが望ましい。
【００４７】
　灰化処理法により、突起部先端部から所望の位置までのエッチング保護剤の除去を行っ
た場合、当該除去により、露出している材質の表面エネルギーの増加処理を行うことが同
時に可能である。
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【００４８】
　上記灰化処理法に用いる装置としては、活性ガスを使用するものであれば、特に限定さ
れるものではない。例えば、具体的には、光励起灰化装置やプラズマアッシング装置など
を用いることができる。
【００４９】
　上記アッシング装置で使用する反応ガスとしては、主に酸素ガスが用いることができる
。これを光・プラズマで励起し有機高分子であるレジストや熱硬化性樹脂と化学反応を起
こさせることによって、灰化処理を進行させる。
【００５０】
　突起部に形成されたエッチング保護剤による硬化膜の膜厚分布については、突起部先端
部が最も薄く、突起部基底部が最も厚くなる傾向がある。したがって、灰化処理における
灰化条件を制御すれば、先端部から胴部にかけて、所望部分までのエッチング保護剤を選
択的に除去することができる。
【００５１】
　次に、ディスペンス法によりエッチング液を滴下し、突起部の基底部から胴部をエッチ
ング処理することで括れを形成する。また滴下時においては、必要性に応じて針状体を傾
斜させても良い。
【００５２】
　ディスペンス法によりエッチング液を滴下する工程で用いるディスペンサーは、エッチ
ング液の吐出量を微少に制御できる性能を有している装置であれば特に限定されない。例
えば、具体的には、ピエゾ式のインクジェットディスペンサーを用いることができる。ま
た、ディスペンサーヘッドの内径は、吐出が困難にならない程度小さい方が好ましい。
【００５３】
　ディスペンサーで吐出するエッチング液は、被エッチング材料に対応したエッチング液
を適宜利用できる。また、表面エネルギーが高い材料に対しては、高いぬれ性を示すこと
が重要となる。例えば、具体的には、被エッチング材料がＳｉであればエッチング液はＫ
ＯＨ、被エッチング材料がＡｌであればエッチング液はＨＣｌを使用できる。また、最適
な括れの形状を得るため、場合によってはエッチング液の濃度を調整し、エッチング速度
を最適化してもよい。
【００５４】
　エッチング液を滴下する箇所は、エッチング保護剤の硬化膜と被エッチング材料の境界
部分であることが望ましい。滴下されたエッチング液は、境界部分に着弾した瞬間、硬化
膜上での高接触を示す先端部方向へのぬり広がりと、被エッチング材料上での低接触角を
示す全方向へのぬり広がりと、エッチング液の自重による基底部方向へのぬり広がりとの
バランスによって、突起部の一部に対して周状にぬり広がる。
【００５５】
　また、エッチング保護剤の硬化膜の膜厚を変化させることによるエッチング箇所制御を
複数回用いることで、同じ針状体内に複数の括れを設けることも可能である。
【００５６】
　エッチング処理を行った後は、必要に応じてリンス処理を行い、再び十分な灰化処理を
行うことで、括れを設けた針状体を得ることができる。
【００５７】
　＜針状体の転写加工成形＞
　まず、前記括れを設けた突起部を有する針状体を母型とし、複製版を形成してもよい。
【００５８】
　このとき、複製版の作製方法は、複製版として機能するだけの形状追従性及び、充填し
た材料を複製版から離型できるだけの柔軟性を有していればよく、例えば、有機シリコン
などの成型用樹脂等を用いることが可能である。形成する樹脂の厚さに制限はないが、少
なくとも突起部の高さの２倍以上の厚さに形成することが好ましい。
【００５９】
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　次に、前記複製版を用いて、種々の材料へ転写加工成形を行う。
【００６０】
　前記複製版を用いて、インプリント法、ホットエンボス法、射出成形法、キャスティン
グ法などによって、針状体の複製を行う。複製品の材質は特に限定されないが、生体適合
性材料である医療用シリコン樹脂や、マルトース、ポリ乳酸、デキストラン等を用いるこ
とで、生体に適用可能な針状体を形成できる。
【００６１】
　＜針状体の括れへの補強材料滴下＞
　括れを設けた突起部を有する針状体は、括れがない針状体と比較して、横方向の力に対
する強度が低く、ハンドリング性に乏しい。これに対しては、ディスペンス法によって、
目的に応じた補強材料を括れに滴下することができる。補強材料は特に限定されないが、
生体適合性材料を補強するならば、シリコーン樹脂や、マルトース、ポリ乳酸、デキスト
ラン等を用いることができる。また、ディスペンス法による補強材料の滴下時においては
、必要性に応じて針状体を傾斜させてもよい。
【００６２】
　括れに滴下された補強材料は、表面張力により、自己整合的に括れだけに塗布される。
滴下量を調整すれば、針状体の括れは、みかけ上ないようにみられ、生体に穿刺する前は
一定の強度を保っているのに対して、生体に穿刺した後は強度が低下するようにすること
もできる。したがって、このような用途に用いる補強材料の場合、針状体材料よりも低い
分子量の材料を選定することが望ましい。
【００６３】
　本発明に従う針状体は、針状体により穿刺対象に対して生理活性物質等を投与すること
を目的とする場合、当該生理活性物質等を内包又は含有した構造であってよい。その場合
、当該生理活性物質は、マイクロカプセル等に内包されて突起部に具備されてもよい。ま
た、生理活性物質が、突起部を形成する部材と直接に混合されて具備されてもよく、更に
、突起部が当該生理活性物質により形成されてもよい。
【００６４】
　本発明によれば、ディスペンス法によるエッチング液の選択的塗布工程を用いることに
より、従来のＸ線リソグラフィー工程を経ずに、従来と同様の胴部に括れを有する突起部
を具備する針状体を、安価かつ簡便に製造することができる。
【００６５】
　また、本発明の針状体を生体に穿刺した場合においては、針状体の高さ方向に対して直
行する方向の圧力を加えることで、括れにおいて針状体を容易に折ることができ、それに
より、皮膚角質層内に残留させることができる。生体適合性材料が特に生理活性物質の場
合、生理活性物質による効果が数日間～数ヶ月間、安全に持続することが期待される。
【００６６】
　以上、本発明に従う針状体の製造方法の態様の例について説明したが、これらは、上記
態様に限定されるものではなく、種々の変更を加えてもよい。また本発明に従う方法の場
合においては、何れかの工程をそれ自身公知の何れかの置換可能な工程に置き換えてもよ
く、更なる工程などを追加してもよい。そのような態様も本発明の範囲に含まれる。
【実施例】
【００６７】
　以下、本発明の実施の一例として図１を用いて説明を行う。
【００６８】
　まず、基板１０１としてシリコンウェハを用意した。このシリコンウェハの結晶方位は
（１，０，０）面であり、ウェハの厚みは５２５μｍである。このシリコンウェハ上にＤ
Ｃマグネトロンスパッタ法によりクロムを１００ｎｍの膜厚で形成した。この際スパッタ
圧力は０．２５Ｐａ、投入電力は１０００Ｗである。
【００６９】
　次に、このクロム上にクロム膜のエッチングマスクとして東京応化工業製ポジレジスト
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ＯＦＰＲ（粘度：５０ｃｐ）を膜厚１μｍとしてコートし、フォトリソグラフィー法によ
り１辺が３０μｍの正方形開口パターンを形成した。このレジストパターンをエッチング
マスクとして、過塩素酸及び硝酸第二セリウムアンモニウムの混合溶液を用いてクロムを
エッチングし、１辺が３０μｍの正方形開口のクロムパターン１０２を形成した。（図１
（ａ））。クロムパターニング形成後、有機溶媒にてＯＦＰＲを除去し、クロムパターン
の寸法を測定したところクロムの正方形開口パターンの寸法は１辺が３０μｍであった。
【００７０】
　このクロムパターン１０２をエッチングマスクとして、重量濃度２５％、液温９０℃の
水酸化カリウムを用いて結晶方位によるエッチングレート差を利用したシリコンの異方性
ウェットエッチングによりシリコンウェハのパターニングを行い穿孔パターン１０３を形
成した。ウェットエッチング後に過塩素酸及び硝酸第二セリウムアンモニウムの混合溶液
によりクロムを除去した（図１（ｂ））。これにより形成したシリコン開口パターンの形
状を走査型電子顕微鏡により確認したところ、パターンの深さは約２０μｍであり再深部
の開口角度は７０°であった。
【００７１】
　この基板上の前面に東京応化製ポジ型レジストＯＦＰＲ－２０ｃｐを５０ｎｍの膜厚で
コートし、シリコン開口パターンに合わせて１辺が３０μｍの正方形レジストパターン１
０４を形成し（図１（ｃ））、このレジストパターン１０４をエッチングマスクとして、
ウェハ全面に対してフルオロカーボン系ガスを用いたＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ 
Ｃｏｕｐｌｅｄ Ｐｌａｓｍａ：共有結合型プラズマ）エッチングによりシリコンウェハ
上のレジスト１０４が完全に除去されるまでエッチングを行った。この際に用いたエッチ
ング条件のＯＦＰＲ及びシリコンのエッチングレートを測定した結果、ＯＦＰＲとシリコ
ンのエッチング選択比は０．１５であった。
【００７２】
　全面エッチングを終えた試料を操作型電子顕微鏡で観察したところ、１辺が約３０μｍ
、高さ約３００μｍ、先端角度が約１０°の角錐型の突起部がマイクロニードルとして形
成されていることを確認した。それにより、基体１１６の第一の面に突出した突起部１０
５を具備する針状体１１７が得られた（図１（ｄ））。
【００７３】
　次に、この原版に東京応化製ネガ型レジストＯＭＲ－８３をコートした。このとき、ス
ピンコート法（回転数１５００ｒｐｍ、１８０ｓｅｃ）を用いた。
【００７４】
　次に、紫外光によりこのレジストを硬化させた。レジスト硬化後の突起部形状を走査型
電子顕微鏡により確認したところ、ＯＭＲの膜厚は５０ｎｍであった。また、突起部の根
元部は機械的な負荷の集中が懸念されるような鋭角部は確認されず、ＯＭＲにより完全に
被覆された状態で緩やかな曲線形状となっていることを確認した（図１（ｅ））。図１（
ｅ）に示すように、当該レジストがエッチング保護剤１０６として機能する。
【００７５】
　レジスト１０６により被覆された突起部１０５に対し、先端部のＳｉのみを選択的に露
出させる為、プラズマアッシング装置により、灰化処理（Ｏ２ ２００ｓｃｃｍ、８００
Ｗ、２０ｓｅｃ）を行った。灰化処理後の突起部形状を走査型電子顕微鏡により確認した
ところ、Ｓｉの露出面は突起部先端から２００μｍの範囲であることを確認した。
【００７６】
　次にピエゾ式のインクジェットディスペンサーを用いて、Ｓｉとレジスト膜の境界部に
重量濃度２５％、液温９０℃の水酸化カリウムを滴下した。ディスペンサーヘッドの内径
は５０μｍで、ヘッド先端のストロボ画像から、１滴の液滴直径が５０μｍで吐出されて
いることを確認した。ウェットエッチング処理後の突起部形状を走査型電子顕微鏡により
確認したところ、突起部先端から１７５μｍの位置に縦幅５０μｍの括れを有する突起部
１０７が形成されていることを確認した（図１（ｆ））。
【００７７】
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　突起部１０７に被覆された全てのＯＭＲを除去するため、プラズマアッシング装置によ
り、灰化処理（Ｏ２ ２００ｓｃｃｍ、８００Ｗ、２０００ｓｅｃ）を行った。灰化処理
後の突起部形状を走査型電子顕微鏡により確認したところ、突起部全体がＳｉの露出面と
なっていることを確認した。これにより、突起部と凹凸反転させた複製版を作製した。
【００７８】
　この複製版を用いて、インプリント法により作製したポリ乳酸製の突起部を走査型電子
顕微鏡で形状を確認したところ、原版とほぼ同等の形状の突起部１０８が形成されている
ことを確認した（図１（ｇ））。
【００７９】
　最後に、ピエゾ式のインクジェットディスペンサー（ヘッド内径５０μｍ）を用いて、
突起部１０８の括れに対して、コラーゲン水溶液を吐出した。コラーゲンは生体内におい
てポリ乳酸よりも分解し易いため、突起部１０８の括れがコラーゲンによる皮膜に覆われ
ていれば、生体に穿刺した後、突起部１０８を括れにおいて容易に折ることができ、皮膚
角質層内に残留させることができる。逆に生体に穿刺する前については、突起部は括れに
おけるコラーゲン皮膜により補強され、ハンドリング性を向上させる程度の強度を保つこ
とができる。ディスペンサーによるコラーゲン皮膜形成工程の後、走査型電子顕微鏡で形
状を確認したところ、突起部１０８においてコラーゲン皮膜によって覆われている括れ１
０９が形成されていることを確認した。（図１（ｈ））。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の針状体の製造方法は、例えばＭＥＭＳデバイス、医療、創薬に用いる針状体の
製造方法として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の態様の１例を示す図。
【符号の説明】
【００８２】
１０１…基板
１０２…穿孔用パターン形成用レジストパターン
１０３…穿孔パターン
１０４…レジスト
１０５…突起部
１０６…高粘度液体
１０７…括れ
１０８…転写加工成形された針状体
１０９…補強材料による補強後の括れ
１１６・・・基体
１１７・・・針状体
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